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工事監査の結果報告について 

 

 地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき、令和元年度の工事監査を実施しま

したので、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を提出します。 
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1. 監査の種類 

地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づく工事に係る定期監査 

 

2. 監査の対象 

監査の対象工事として、次に掲げる工事を選定した。 

 

①令和元年度  建住依工 第４号 坂本川遊び交流拠点施設新築工事 

ア 工事担当課 建築住宅課 

イ 工 事 場 所 八代市坂本町荒瀬  

ウ 契 約 金 額 ５３，８４５，０００円 

エ 請 負 者 山口建設 株式会社 

オ 工 期 令和元年６月２７日～令和２年３月１１日 

 

②令和元年度 建住依工 第５号 坂本川遊び交流拠点施設新築電気設備工事 

ア 工事担当課 建築住宅課 

イ 工 事 場 所 八代市坂本町荒瀬 

ウ 契 約 金 額 １２，６２８，０００円 

エ 請 負 者 株式会社 角栄電設工業 

オ 工 期 令和元年７月１日～令和２年３月１１日 

 

   ③令和元年度 建住依工 第６号 坂本川遊び交流拠点施設新築機械設備工事 

ア 工事担当課 建築住宅課 

イ 工 事 場 所 八代市坂本町荒瀬  

ウ 契 約 金 額 １０，４０６，０００円 

エ 請 負 者 有限会社 三幸設備工業 

オ 工 期 令和元年７月１日～令和２年３月１１日 

 

3. 監査の実施期間 

  令和元年１１月１８日から令和２年３月３日まで 

  上記期間中、令和元年１２月１８日に書類審査及び現地調査を実施した。 

 

4. 監査の方法 

今回の工事監査は、当該工事が関係法令等に基づいて、適法かつ効率的に行われている

か、また工事が現場の状況に適合した施工で安全性に十分配慮されているか、さらには経済

的に妥当であるかを主な着眼点として実施した。 

事前に当該工事の関係書類の提出を求め、予備調査を行うとともに、担当責任者等から説

明を受けた。また、当該工事の現場に赴き、工事の施工状況、安全管理状況等の視察を行っ

た。 



２ 

 

なお、当該監査については、工事技術に関する専門的知識を必要とするため、「特定非営

利活動法人 西日本建設技術ネット」と業務委託契約を締結し、専門家（技術士）から専門

的立場による指導及び助言を受けた。 

 

5. 監査の結果 

当該工事の計画、設計、積算、施工等に関しては、重大な不具合もなく、概ね適正に行な

われていたが、次の項目については、今後、検討すべき課題として留意していただきたい。 

なお、詳細については、別添の「令和元年度 熊本県八代市 工事監査技術調査結果報告書」

を参考にしていただきたい。 

 

◆コストの縮減への取組みについて 

 経済性を考慮すべきと思われる事例が、下記のとおり見受けられた。 

 コストについては、概ね設計の時点で決まってしまうため、設計の途中で積算し、設計内

容と比較検討を行い、費用対効果を検証していただきたい。 

 

 ①ユニットシャワーについて、工法・経済性の比較検討資料が完成図書に添付されてい 

なかった。 

②鉄骨構造について、不要と思われる梁の仕様が設けられており、鉄骨加工費が割高とな 

っていた。 

③雨水排水管、給水管、電線管などの地中埋設物について、既設舗装類の撤去復旧範囲が広

範囲とならないよう、経済的な設計を配慮していただきたい。 

 

6. まとめ 

今回の工事監査は、「球磨川・坂本地区かわまちづくり」計画における八代市が整備を行

った「川遊び交流拠点施設」について、経験豊富な技術士による建設的な助言・提言を受け、

対象工事の計画、設計、施工の法令等の遵守やコストの縮減により効率性を高め、また職員

の技術水準の維持向上を図ることを主な目的として実施した。 

その結果、当該工事が、概ね適正に行われていたことは、工事を担当する監理部署の監督

職員が日々職務を遂行された努力の成果である。 

今後の公共工事においては、事業の実施に伴う多様かつ固有の条件やリスクに適正に対

応できるよう高いレベルの知識や経験が要求されることになるため、工事等を所管する他の

部署においても、「工事監査技術調査結果報告書」を参考にされ、なお一層の技術水準の向

上を図られるとともに、質の高い公共工事の施工により、良質な社会基盤の推進を期待する

ものである。 

 


















